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ハラスメント相談センターだより

名古屋大学ハラスメント相談センター
TEL:052-789-5806 〒464-8601 名古屋市千種区不老町
Mail:h-help@adm.nagoya-u.ac.jp

法律でパワハラ対策が事業所に義務化されました

10/23（水）18：00（受付17：00～）
名古屋大学東山キャンパス坂田・平田ホール

2019年5月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律」（労働施策総合推進法）が改正され、初めて事業所にパワーハラスメン
ト防止の取り組みが義務付けされました。パワハラ防止義務は早ければ、大企業は2020
年4月、中小企業は2022年4月から課されます。
職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満た
すものです。
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）
※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません。
（出典：都道府県労働局 雇用環境・均等室）

ハラスメントは、多くの
場合「NO！」と言えない
状況で起こります。もし
ひとりで悩んでいるのな
ら、ハラスメント相談セ
ンターで相談してみませ
んか？私たち相談員が今
後の対策について一緒に
考えます。相談者の秘密
は守られますので、安心
してご相談ください。

第９回東海セミナー開催

学校ハラスメントを「見える化」する
体罰・校則・部活動・⾧時間労働
～子どもの安全から教師の働き方まで～ 今回は、名古屋大学教育発達科学研究科の

内田良先生にご講演していただきます。どな
たでもご参加いただけますので、ご興味のあ
る方は上のQRコードからお申込みください。
インターネットからお申込みできない場合は
下記にお問い合わせください。

名古屋大学ハラスメント相談センター 🔍検索

 セクハラ、パワハラ、マタニティーハラスメントを
「行ってはならない」と明記

 パワハラ防止の取り組みを企業に初めて義務付け
 相談体制の整備など具体的な内容は指針で規定
 セクハラ、パワハラ、マタハラの被害を相談した労
働者への解雇など不利益な取り扱いを禁止

 自社の労働者が社外でセクハラをした場合、被害者
側の企業による事実確認などへの協力を努力義務と
する

 女性活躍の数値目標策定義務を中小企業に拡大する
（出典：東京新聞2019年5月29日夕刊）

今回の法改正のポイント


